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締め切り迫る!! 一時支援金の申請

飲食店に限らず、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴う外
出自粛等の影響を受けていた事業者で、今年の１月から３月までのう
ち、いずれかの月の売上が、前々年又は前年比で５０％以上減少して
いれば申請することができます。

給付上限額

中小法人：６０万円 個人事業者等：３０万円

申請期限

５月３１日(月)

「第４波」非常事態宣言
～変異株の脅威から皆様を守るために～

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部

対策期間：４月２６日（月）～５月１１日（火）
◎ 基本的な感染防止対策（マスク、手指衛生、三密回避、体調の管

理）の徹底を継続
◎ 昼夜を問わず、「飲食」「外出」「県をまたぐ移動」については、

慎重に判断（特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置地域）
◎ 飲食店をはじめとして、感染防止対策を徹底
◎ 大型連休の行事の感染防止対策を徹底

※皆さまの事業所での感染防止対策は大丈夫ですか

事前確認が必要です。あらかじめ申請者ＩＤを取得
したうえで、登録確認機関に事前確認を予約してく
ださい。本会も確認機関に登録しています。



春の叙勲

「旭日単光章」受章

青木 勇 前会長

本会前会長の青木勇さんが、令和３年春の叙勲で
「旭日単光章」を受章されました。青木さんは平
成１７年から４期１２年間にわたり本会の会長を
務められるなど、商工会の役員として２０年間、
地域の活性化や商工業の発展のためご尽力されま
した。
今回のご栄誉に対し、心からお慶び申し上げます。

事業所の情報に変更があったときは
ご一報ください

事業所の名称や代表者、所在地、代表者の
住所、業種、経営形態（個人・法人、申告方法、
資本金等）従業員数に変更があったときは、
速やかに事務局までお知らせいただきます
ようお願いします。

令和３年度 無料法律相談会

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 いずれの
日も火曜

日です。１１日 ２５日 １５日 ６日 ２０日 ２４日 ７日 ２１日

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

５日 １９日 １６日 ７日 ２１日 １８日 １日 １５日 ８日

会 場 ＯＫＢふれあい会館又はＺＯＯＭオンライン相談
日 時 時間はいずれも午後１時～５時（１人５０分以内）

申込方法 所定の申込用紙が商工会にあります。
相談方法 原則、会場での対面方式となります。

オンライン相談を希望される場合は商工会にご相談ください。

さまざまな に 弁護士が的確なアドバイス

売上改修・取引契約

労働契約・賃金 事業承継・相続

消費者からのクレーム

４月１日から消費税込み価格の表示が義務付けられています。

店頭の値札や棚札のほか、チラシやパンフレット、広告も対象です。

新規加入会員のご紹介

令和3年1月から4月の間に、新たに会員となっ
ていただいた事業所をご紹介します。

あそびば.Coffee.英徳屋 久々野町久々野
横木農機 久々野町無数河
(株)Ferme du Soleil 高根町中洞
ひだ桃源郷くぐの観光協会 久々野町渚
犬舎 秋神荘 朝日町西洞



本補助金制度は、小規模事業者が直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、
インボイス導入等）等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等
の経費の一部を補助するものです。

【対象事業】 小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組

【対象経費】 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費

⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

【補助金額】 補助上限額：５０万円（補助率２／３）

※高山市の特定創業支援事業を受け、２０２０年以降開業した事業者は補助上限額が１００万円に引き上がります。

【申請期限】

第５回…2021年 ６月 ４日（金）消印有効 事業実施期間：交付決定日～2022年 ３月３１日（木）

第６回…2021年１０月 １日（金）消印有効 事業実施期間：交付決定日～2022年 ７月３１日（日）

第７回…2022年 ２月 ４日（金）消印有効 事業実施期間：交付決定日～2022年１１月３０日（水）

【申込方法】 郵送もしくは電子申請「Ｊグランツ（補助金申請システム）」

「小規模事業者持続化補助金」＜一般型＞

「小規模事業者持続化補助金」＜低感染リスク型ビジネス枠＞

本補助金制度は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会
の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プ
ロセスの導入等の取組を支援するものです。

【対象事業】 ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事

業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業

【対象経費】 ※補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組となる必要があります。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）

④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩委託費

⑪外注費、⑫感染防止対策費

【補助金額】 補助上限額：１００万円（補助率３／４）

【申請期限】 ※第１回の申請受付はまだ開始されていません。また、日程は予定のため変更となる場合があります。

第１回…2021年 ５月１２日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年 ２月２８日（月）

第２回…2021年 ７月 ７日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年 ４月３０日（土）

第３回…2021年 ９月 ８日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年 ６月３０日（木）

第４回…2021年１１月１０日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年 ８月３１日（水）

第５回…2022年 １月１２日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年１０月３１日（月）

第６回…2022年 ３月 ９日（水）１７：００ 事業実施期間：交付決定日～2022年１２月３１日（土）

【申請方法】 「Ｊグランツ（補助金申請システム）」のみ。「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。

令和３年度 各種補助制度のご案内



岐阜県「アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金」

アフターコロナに向けて、事業転換や業態転換などに意欲的に取り組む県内の小規模事業者を重点
的に、優先して支援します。(岐阜県小規模事業者持続化補助金)

【補助対象者】 県内に主たる事務所を有する小規模事業者

【補助対象事業】

アフターコロナに向けて、商工会と連携して事業転換や業態転換、新分野・新事業への展開などに意欲的に
取り組む事業

例） ◎飲食業における、店舗販売からテイクアウト販売へのシフト

◎小売業における、店舗販売からＥＣ販売へのシフト

◎教育業における、オンライン授業実施への設備整備

◎観光業における、国内誘客強化に向けたＨＰ等のリニューアル

◎非対面・遠隔によるオンライン営業実施への設備投資

◎部品調達困難による部品製造の内製化

【補助上限額】 １，５００千円（補助率２／３以内）

【申請期限】 ５月２６日（水） 郵送のみ受付 (当日消印有効)

【採択時期】 令和３年７月上旬（予定）

中小企業等事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウイズコロ
ナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、
事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業
の挑戦を支援します。また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し。中小企業者から中堅・大企業等に
成長することや、中堅企業が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現するこ
とは特に重要であることから、本補助金ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

【補助事業類型】

「通常枠」・「卒業枠」・「グローバルＶ字回復枠」・「緊急事態宣言特別枠」

【事業再構築要件】

類型：「新分野展開」・「事業転換」・「業種転換」・「業態転換」・「事業再編」

この他に【売上減少要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】【グローバル展開要件】等があります。

【補助金額】 １００万円～１億円（事業類型で違います）

【補助率】 ２／３又は３／４（事業類型で違います）

※詳細については、経済産業省ホームページの「事業再構築補助金」をご覧ください。

補助金についてのご相談は高山南商工会へ

久々野本所 ＴＥＬ ５２‐３４６０ 朝日支所 ＴＥＬ ５５‐３５２９


